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札幌市病院事業使用料及び手数料条例の一部を改正する条例 

札幌市病院事業使用料及び手数料条例（昭和４１年条例第５３号）の一部を次の

ように改正する。 

(1) 第２条第３項第１号中「次号」の次に「及び第３号」を加え、同項中第４号を

第５号とし、第３号を第４号とし、第２号の次に次の１号を加える。 

(3)　日本の国籍を有しない者のうち法令の規定による被保険者又は被扶養者で

ない者に係る診療等であって算定方法に定めがあるものは、病院事業管理者

（以下「管理者」という。）が別に定める額とする。 

(2) 第２条第４項第１号中「１００円」を「２００円」に、「５０円」を「１００

円」に改め、同項第２号中「１００円」を「３００円」に、「５０円」を「１５

０円」に改め、同条第５項ただし書中「病院事業管理者（以下「管理者」とい

う。）」を「管理者」に改める。 

(3) 別表文書料の項中「７，７００円」を「１１，０００円」に改める。 

附　則 

１　この条例は、令和８年１０月１日から施行する。 

２　改正後の第２条第３項及び第４項並びに別表の規定は、この条例の施行の日以

後の診療その他の業務に係る使用料及び手数料について適用し、同日前の診療そ

の他の業務に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。 

 

（理　由） 

新たに日本の国籍を有しない者のうち法令の規定による被保険者等でない者の診

療等に係る使用料及び手数料について定めるとともに、駐車場の使用料の額及び文

書料の上限額を現状の経常経費を踏まえた適正な額に改定するため、本案を提出す

る。 


